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2月1日
（水）

総務省・経済産業省・都道府県・市区町村
http://www.stat.go.jp/data/e-census/campaign/index.htm

「経済の国勢調査」です。
全国すべての企業・すべての
事業所が対象です。

調査票は1月末日までにお届けします。
2月1日以降に提出をお願いします。

■ この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、調査票に記入して提出する義務があります。
■ 提出された内容は統計作成の目的以外（税の資料など）には、絶対使用しません。

問い合わせ　総務課　　参 ８９３－１１１３
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